
市・県民税申告納税相談会場来場者限定で
コミュニティバス運賃免除券を配布します！

【問】税務課　☎（087）894-1118

【問】都市整備課　☎（087）894-1113【問・申】税務課　☎（087）894-9210

さぬき市の市・県民税申告納税相談会場へ、コミュニティバスを使って来場された方に、
期間限定で使える運賃免除券を配布します。

2月16日（月）～3月16日（月）に、コミュニティバスを使って市・県民税申告納税相談に来場し、
申告された方

対 象

コミュニティバス運賃免除券を2枚交付。 ※1枚につき1乗車分が無料。内 容
2月16日（月）から4月30日（木）まで有効期間

↑詳細はこちら

これまで、市・県民税申告納税相談は7つの会場で行ってきました。
しかし、ここ20年ほどで来場者は半数ほどに減っています。背景に
は、電子申告（e-Tax）の利用が広がっていることがあり、今年度から
は市・県民税（個人住民税）の電子申告も始まる予定です。
このような状況や、国の税制改正を踏まえ、今年度から相談体制を
見直します。ご理解とご協力をお願いします。

待たずに申告 ! 自宅で申告書を作成してみませんか？

●午後の相談について、オンラインで
　事前予約が可能となります。
● 予約サイトは広報さぬき2月号で
　お知らせします。

主な3つの変更点 （会場・予約関係）

令和7年度  市・県民税申告納税相談会場と相談日
①津田公民館1階ホール
②長尾公民館1階ホール
③市役所寒川庁舎3階会議室
④市役所本庁舎3階会議室

2/16（月）・17（火）・18（水）
2/19（木）・20（金）・24（火）・25（水）
2/26（木）・27（金）・3/2（月）・3（火）・4（水）・5（木）
3/6（金）・9（月）・10（火）・11（水）・12（木）・13（金）・16（月）

●ご都合に合わせて、どの会場・日時でもご利用いただけます。
会場の見直し・地区割廃止

相談時間の延長

01

※15：00 から1 時間延長

受付時間
【午前】
【午後】

  9：00 ～ 11：00
13：00 ～ 16：00

● 午後の受付時間を1時間延長します。
02 ウェブ予約の導入（午後限定）03

待ち時間を短く
したい方はぜひ！

↑eLTAX特設ページ

令和8年1月5日から、個人住民税の
電子申告がスタート予定です。
個人住民税のみを申告予定の方は、
eLTAX（地方税ポータルシステム）を、
ご自宅などからお試しください。

e-Tax（国税電子申告・納税シ
ステム）での作成・送信が便利です。
確定申告を済ませた方は、市・県
民税のみの申告は不要です。

市・県民税（個人住民税）の申告 確定申告（所得税の申告）

作成コーナー

H15年度
6,315人

R6年度
3,090人

来場者数（7会場合計）
※電子申告の利用増などで半減

固定資産税は、毎年1月1日（賦課期日）現在で、さぬき市内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税
されます。 ※所有者として登記・登録されている人が、賦課期日前に死亡した場合などには、賦課期日現在でそ
の固定資産を現に所有している人（相続人など）が納めなければなりません。

≪償却資産の例（業種別）≫

資産に関する申告の期限が近づいています。
申告の対象となる場合は、早めに申告をお願いします。

償却資産とは？

こんなときは税務課への届け出が必要です

固定資産税についてのお知らせ ～資産に関する申告はお早めに！～

1月9日
（金）

2月2日
（月）

土地
・
家屋

償却
資産

所有者が死亡し、相続登記がされていない 
未登記の家屋の所有権を変更した

家屋を新築・増築した

家屋を取り壊した
令和7年中に新築・改築などにより、非住宅用地（居住用の家屋が
ない土地）から住宅用地（居住用の家屋がある土地）に変更した
住宅用地内にある居住用家屋の数が増減した
住宅の取り壊しや事務所、店舗などへの変更で、住宅用地から非
住宅用地に変更した

現所有者申告書
名義人変更届出書
家屋調査が必要です
税務課に連絡ください
家屋滅失申告書

住宅用地申告書

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の状況について、申告する義務があります。
昨年申告した人には12月中旬に申告用紙を送付していますので、変更の有無を記入し、直接
または郵送で、税務課まで提出してください。お手元に届かない人や新たに償却資産を取得し
た人（事業を始めた人）には申告書を送付しますので、税務課までご連絡ください。

駐車場設備、舗装路面、パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、看板など
陳列棚、陳列ケース、冷蔵冷凍庫、レジスター、日よけなど
厨房設備、冷凍冷蔵庫、テーブル、椅子、カラオケセットなど
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、発電機など
各種医療装置（X線装置、血圧計、医療用ベッド等）、放送設備など
理美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど
駐車場舗装、浄化槽、緑化施設、擁壁、フェンス、自転車置き場、受変電設備など
農業用機械、ビニールハウス、かん水設備など
太陽光パネル、架台、パワーコンディショナーなど

届け出が必要な場合提出締切日種別 提出書類等

個人または法人で工場や商店を経営している人や農業をしている人が、その事業のために所有する事業用資産
（売電事業、賃貸住宅、駐車場の経営なども含む）のことです。太陽光発電設備も償却資産に該当し、住宅用であっ
ても売電（余剰売電も含む）している場合は申告の対象となります。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。

各業種共通
小売業
飲食業
建設業

医（歯科）業
理美容業

不動産貸付業
農業

太陽光発電

税の申告（2/16▶3/16） 今年度から変わります！市・県民税の申告納税相談
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くらしのお知らせ


